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　市では「朝霞市路上喫煙の防止に関する条例」により、市内の道路、公園、その他の公共の場所
では喫煙をしないよう努力義務が規定されています。さらに、駅周辺においては「路上喫煙禁止」
とし、定期的なパトロールを実施し、喫煙者に対する指導等を行い、悪質な違反者に対しては過料
を徴収する場合があります。
　路上喫煙により、他者へのやけどの危険、副流煙による健康被害、ポイ捨てなど、周りの方の迷
惑となるような行為は絶対にやめましょう。
　喫煙マナーを守り、安全で快適な生活環境を確保するため、皆さんのご協力をお願いします。

問／環境推進課　☎463-1504

路上喫煙禁止地区

このマークが禁止
地区の目印です

※�路上喫煙とは道
路、公園、その他
の公共の場所（室
内を除く）でた
ばこを吸うこと
及び火のついた
たばこを持つこ
とをいいます。
「座って」、「自転
車 に 乗 り な が
ら」、「携帯灰皿
を持ちながら」
の喫煙も禁止と
なります。

●色の道路等は終日路上喫煙禁止区域です。
朝霞駅周辺地区 北朝霞・朝霞台駅周辺地区


